
 

相模原市犯罪被害者等支援条例に基づく 

支援施策の概要 
 

○ ワンストップ相談・支援窓口の設置 

○ 法律相談の実施（２回） 

○ 経済的負担の軽減（犯罪被害者等支援金の支給） 

遺族支援金 ３０万円 

重傷病支援金 

※加療１ケ月 

入院３日以上 １０万円 

入院要件なし  ５万円 

性犯罪被害支援金 
不同意性交等 １０万円 

不同意わいせつ ５万円 

加算支援金（家事支援を希望しない場合） ５万円 
※「不同意わいせつ」被害への支援金は横浜市（R4.4 から実施）に次いで２市目 

※支援金の加算方式は政令市では初めての導入 

○ 精神的被害からの早期軽減・回復 

カウンセリングの実施（１０回） 

自立支援医療（精神通院医療）費用の助成 

○ 家事に係る支援（※費用助成） 

ホームヘルプサービス １事件６０時間 

配食サービス １事件３０食 

一時保育・一時預かり １事件１０日 

○ 居住の安定 

転居費用の助成：１事件２回まで（上限２０万円/回） 

緊急避難場所の提供：県制度利用者に対し延泊２泊 

 

※ワンストップ相談・支援窓口での相談受付以外は、支援施策ご

とに支援を受けられる対象者が異なる 

P230001192
テキストボックス
資料５



心身の不調
不安になったり気分が落ち込んでしまう

経済的な負担
司法手続きや治療・通院に係る費用負担

日常生活の支障
仕事や学校に行けなくなる
家事や育児等を行うことが困難となる

犯罪被害にあわれた方へ

相模原市では、犯罪被害にあわれた方から
相談をお受けし、支援を行います。

ひとりで悩まず、
まずはご相談ください。

相模原市
犯罪被害者等ワンストップ相談・支援窓口

９時～ 17時（月～金　※祝日・年末年始を除く）

いるよ みんながくるしま ないで

相模原市以外の相談先

９時～ 17時（月～土曜日）
※祝休日・年末年始、かながわ県民センターの休館日を除く

（内閣府委託事業）

（全国共通・通話料無料）

または☎045-322-7379
24時間／ 365日 受付

はやくワンストップ

どなたでも（性別等は問いません）

かながわ性犯罪・性暴力被害者
ワンストップ支援センター

性暴力に関するSNS相談

curetime.jp

犯罪被害にあうと…

こんなことでお困りではないですか？

ご存じですか？「二次被害」

犯罪による被害は直接的な被害のほか、周囲の
配慮に欠ける言動やインターネットでの誹謗中傷、
報道機関による過度な取材など、被害後に起きる
様々な問題を「二次被害」といいます。
×「つらいのはあなただけじゃない」
×「その程度の被害でよかったね」

家族や友人が被害にあったら

犯罪の被害にあうことは誰にでも起こりうること
です。身近な人が被害にあったら、回復まであせ
らず見守ってください。
○周りの人ができること

・いつもどおり自然に接する
・被害にあった人の責任では

ないとくりかえし伝える
・被害にあった人の声に耳を

傾け、否定をせずに話をきく

市では、様々な問題や不安などのご相談をお受け
します。まずはご相談ください。

相模原市 市民局 交通・地域 安全課
☎ 042-769-8229

キュア タイム



犯罪被害者等ワンストップ相談・支援窓口

９時～ 17時（月～金　※祝日・年末年始を除く）

FAX 042-754-7990
メール　koutsuuchiiki@city.sagamihara.kanagawa.jp

いるよ みんながくるしま ないで

相模原市犯罪被害者等支援条例に基づいた支援内容
相模原市では、犯罪被害にあわれた方やご家族に寄り添い、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、条例に基づく支援を行います。

相談支援等

精神的負担の軽減を図るために専門家による
カウンセリングを行います。
●１案件10回まで無料

自立支援医療（精神通院医療）を利用する場合
の自己負担分（１割分）を助成します。
●１回の受診あたり2,000円を上限に助成
　（年24回、初診日から３年間）

【対象者】犯罪被害にあった市民、又は犯罪被害に
あった方の遺族、家族等で市民である方

自立支援医療（精神通院医療）の助成

弁護士による法律相談を行います。
●１案件２回まで無料

【対象者】犯罪被害にあった市民、又は犯罪被害に
あった方の遺族、家族等で市民である方

法律問題の支援

精神的被害に対する支援

居住支援

従前の住居に居住することが困難になったと認
められる犯罪被害者等が新たな住居へ転居する
ために要する費用を助成します。
●１回あたり20万円を上限に２回まで

※その他、犯罪被害にあいそれまでの住居に住み続ける
ことが困難となった方に、市営住宅への入居の配慮
や民間賃貸住宅の情報提供等を行うため、市都市建
設局と連絡調整を行います。

●被害後に直面するさまざまな問題について、必要な情報や
支援制度等をご案内します。

●必要に応じて、面接相談も行います（予約制）。

※条例施行（令和５年４月１日）以降に発生した犯罪等の
被害を対象とします。なお、申請には期限があります。
支援にあたって、警察に被害届が提出されており被害事実
が客観的に確認できることなど、一定の要件があります
ので、詳細についてはご相談ください。

【対象者】犯罪被害（死亡、１か月以上の加療を
要する重傷病、強制性交等、強制わいせつ
等）にあった市民及びその同居家族、
同居遺族

神奈川県による緊急避難場所（ホテル等の宿泊）
の提供を受けている方に対し必要に応じて延泊
を実施します。
●県による緊急避難支援に加え２泊延泊
　（上限11,000円／泊）

【対象者】県の緊急避難場所の提供を受けている
犯罪被害者等

緊急避難場所の提供

転居費用の助成

日常生活の支援

家事及び介護等の支援が必要になった方へホーム
ヘルプサービスの利用費用の一部を助成します。
●１時間4,000円を上限に合計60時間まで

食事を用意することに支障が生じている方へ
配食サービスの利用費用の一部を助成します。
●１人１回あたり1,000円を上限に30回まで

【対象者】犯罪被害（死亡、１か月以上の加療を
要する重傷病、強制性交等、強制わいせつ
等）にあった市民及びその同居家族、
同居遺族

配食サービス費用の助成

就学前の子の家庭での保育が困難となり一時
保育を利用した方に、その費用の一部を助成
します。
●１人１日あたり3,000円を上限に10日まで

一時保育費用の助成

小学校に就学中の子の家庭での監護が困難とな
り一時預かりを利用した方に、その費用の一部
を助成します。
●１人１日あたり7,200円を上限に10日まで

一時預かり費用の助成

ホームヘルプサービス費用の助成

経済的支援

犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、
支援金を支給します。
●遺族支援金 30万円
●重傷病支援金 10万円（入院３日以上）
　（加療１か月以上）   5万円（入院要件なし）
●性犯罪被害支援金 10万円（強制性交等）
　   5万円（強制わいせつ等）
●加算支援金   5万円（家事支援を希望しない場合）

【対象者】犯罪被害にあった市民、又は犯罪被害に
あった方の遺族、家族等で市民である方

支援金の給付


